
 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建替建設費補助制度（集合住宅への建替え） 【対象エリア：大阪市全域】 

古いアパートや長屋などを集合住宅（マンション・アパートなど）に建替える場合、 

設計費用、解体費用、共同施設整備費用の一部を補助する制度です。 

※アクションエリア・優先地区・重点整備エリアでは、補助要件の一部緩和があります。 
 

建替建設費補助制度（戸建住宅への建替え） 【対象エリア：優先地区・重点整備エリア】  

未接道敷地等を解消するために隣接する土地を平成３０年４月１日以降に売買で取得した 

敷地において、戸建住宅に建替える場合、設計費用、解体費用等の一部を補助する制度です。 
 

狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度 【対象エリア：優先地区・重点整備エリア】 

狭い道路に面した木造住宅の解体費用の一部を補助する制度です。 

※重点整備エリアでは、補助要件の一部緩和があります。 
  

防災空地活用型除却費補助制度 【対象エリア：重点整備エリア】 

木造住宅を解体し、跡地を災害時の避難等に役立つ防災空地として活用する場合、 

解体費用、空地整備費用の一部を補助する制度です。 

※本制度を活用すると、土地の固定資産税・都市計画税が非課税になります。 
 

狭あい道路拡幅促進整備事業【対象エリア：優先地区・重点整備エリア】 

幅員４ｍ未満の道路（狭あい道路）に面した建物の建替え等の際、後退した部分を 

道路として整備する場合、拡幅整備費用の一部を補助する制度です。 
 

主要生活道路不燃化促進整備事業 【対象エリア：防災コミュニティ道路※沿道】 

防災コミュニティ道路※に面した建物の建替え等をする場合、解体費用、道路後退整備費用、 

建設費用等の一部を補助する制度です。 

※「防災コミュニティ道路」は、地域ぐるみで沿道建物の不燃化と概ね６ｍの道路空間の確保に取り組む道路として 

地域からの申請を受け、市が認定する道路（東成区１路線、福島区２路線、阿倍野区１路線、生野区９路線）。             

 

都市防災不燃化促進事業 【対象エリア：都市計画道路「森小路大和川線（今里筋）」沿道の一部】 

都市計画道路「森小路大和川線（今里筋）」の一部（緑橋～百済貨物駅）の両側道路境界から 

奥行３０ｍの範囲において、耐火建築物等を建設する場合、建設費用の一部を補助する制度です。 
 

耐震診断・改修補助事業 【対象エリア：大阪市全域】 

民間戸建住宅等の耐震診断費用や耐震改修費用の一部を補助する制度です。 

 

大阪市における密集市街地整備のための補助制度の概要【平成 30 年度版】 

 

補助対象のエリアや➊～➐

の補助制度は大阪市ホーム

ページをご確認ください。 

 

各制度の問い合わせ先は裏面をご覧ください。 

 

※平成 30 年 4 月現在のエリアです。 
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➊ ➋ ➌ ➍ ➎ 

ご相談・お問い合わせ先 
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